
様式

委 員 会 規 則 第   条 第   項   基     届 出 書

平成  年 月  日   

  執行機関 別    都道府県知事 市区町村長等

  都道府県名 愛知県 執行機関名 犬山市長

  市区町村名 犬山市

  届出番号  

  独自利用事務 事例番号        親等 医療費助成 関  事務

  届出書 公表    
              

                                                                    

  準  法定事務 名称 趣旨又 目的 内容等

   法定事務    独自利用事務

 事務 名称
児童扶養手当法   児童扶養手当 支給 関  事務    主務省令
 定    

犬山市母子父子家庭医療費 支給 関  条例 昭和  年条例第  号    医
療費 支給 関  事務    規則 定    

 番号法別表第  項   

 番号法別表第  項   

 番号法第 条第 項 基 
 定  条例 名称及  
 該当部分

犬山市行政手続    特定 個人 識別     番号 利用等 関  条
例 平成  年条例第  号 別表第 第  項 犬山市母子父子家庭医療費 支給
 関  条例 昭和  年条例第  号    医療費 支給 関  事務    
規則 定    

 事務 趣旨又 目的 規
定     箇所

児童扶養手当法 昭和二十二年法律第百六十四号 第 条 犬山市母子父子家庭医療費 支給 関  条例 昭和  年条例第  号 第 条

 事務 趣旨又 目的
第一条   法律  父又 母 生計 同       児童 育成   家
庭 生活 安定 自立 促進 寄与     当該児童    児童扶養
手当 支給     児童 福祉 増進 図    目的     

第 条   条例  母子家庭 母及 父子家庭 父並      家庭 児童
 健康 保持増進 図        家庭 医療費 一部 以下 母子父子家
庭医療費       支給     福祉 向上 寄与     目的    

 独自利用事務 関連規範 犬山市母子父子家庭医療費 支給 関  条例 昭和  年条例第  号 

知事 市区町村長等



  準  法定事務 具体的 事務内容 提供 求  特定個人情報等

事務    法定事務    独自利用事務

 根拠規定 番号法別表第二主務省令   条 項  号
犬山市母子父子家庭医療費 支給 関  条例 昭和  年条例第  号 第 条 
第 条   第 条   第 条 第 条

 事務 内容
児童扶養手当法第六条 児童扶養手当 受給資格及   額 認定 請
求 係 事実     審査 関  事務

犬山市母子父子家庭医療費 支給 関  条例 昭和  年条例第  号 第 条 
母子父子家庭医療費支給 係 事実     審査 関  事務

特定個人情報 

 根拠規定 番号法別表第二主務省令   条 項  号  
犬山市母子父子家庭医療費 支給 関  条例 昭和  年条例第  号 第 条 
第 条  

 情報提供者 市町村長 市町村長

 提供 求  特定個人情
報

当該請求 行 者若   手当支給児童又     者 同一 世帯 属 
 者 係 住民票 記載   住民票関係情報

当該申請 行 者 係 住民票 記載   住民票関係情報

特定個人情報 

 根拠規定 番号法別表第二主務省令   条 項  号  
犬山市母子父子家庭医療費 支給 関  条例 昭和  年条例第  号 第 条 
 第 項第 号

 情報提供者 市町村長 市町村長

 提供 求  特定個人情
報

当該請求 行 者又 当該者 配偶者若   当該者 生計 同    扶
養義務者 当該者 養育者   場合  当該者 生計 維持  扶養義務
者 以下  条    同    係 道府県民税 関  情報

当該申請 行 者 係 市町村民税 関  情報

特定個人情報 

 根拠規定 番号法別表第二主務省令   条 項  号  
犬山市母子父子家庭医療費 支給 関  条例 昭和  年条例第  号 第 条 
 第 項第 号

 情報提供者 都道府県知事 都道府県知事

 提供 求  特定個人情
報

手当支給児童 係 身体障害者福祉法第十五条第一項 身体障害者手帳
 交付及   障害 程度 関  情報

当該申請 行 者 係 障害 関  情報



備考


